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安全で楽しい自転車利用環境の
創出に向けて

～大阪市における自転車に関連する取組み～

事務局説明資料
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大阪市のこれまでの自転車施策について

自転車を｢とめる｣ 自転車を｢きちんとつかう｣自転車で｢はしる｣

○鉄道駅周辺の
きめ細かい駐輪対策

○中心市街地等における
駐輪対策

○市内中心部における

自転車走行環境対策

○観光目的を想定した

自転車走行環境対策

○自転車管理責任の明確化､
自転車利用のルール教育・

学習機会の創出

今後の取組みの考え方

「自転車利用環境の整備に関する今後の取組みの考え方(H24.3)」

○大阪府自転車安全条例
の制定（ H28.4）

・都心部における自転車
レーンの整備

・利用者ニーズを踏まえた
安全で楽しい道

○自転車通行環境整備○駐輪場の確保

・駅周辺における整備

・附置義務条例の改正

○区主体の地域事情に

応じた駐輪対策

有識者による自転車施策検討会議を開催

取

組

み

の

考

え

方

最
近
の
取
組
み

○交通管理者等と連携
した啓発

・スマイルサイクルフェスタ

パリ（ベリブ）

サイクル

ポート
※自転車数2万3000台、

ポート数1800箇所

とめる（放置自転車対策）

「緑陰とにぎわいの街路づくり」より
（御堂筋まちづくりネットワーク）

過去（平成16年） 現在（平成29年）

？

未来（平成42年）

 問題であった放置自転車は、

約10年で1/10（内閣府調査）

 駐輪場確保等の放置対策
については継続して取組む。
一方で、・・・

 自転車利用の増加につながる
施策も実施可能？
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はしる（走行環境整備）

・【過去】 歩道内の自転車通行環境の充実

・【現在】 本町自転車レーンを都心部全体に展開

⇒ まずは（H29、H30）『車道左側通行』を周知

「交差点に を 設置」

（矢印）

日常交通としての安全な道

未来 ～ 自転車レーン

中⼼部の⾃転⾞通⾏環境整備が必要

⾃転⾞通⾏環境
（主に⾃転⾞歩⾏者道）

整備状況

現在 ～ 自転車と歩行者の事故が急増過去～自転車歩行者道
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自転車対歩行者
の事故

15年間で
約13倍

建設局の目標

事故 1割減へ

きちんと使う（啓発・教育）

交通管理者（大阪府警）

と連携した啓発
「子ども」から「楽しく」始める安全教育

市民参加による新たな取組み

スマイル・サイクルフェスタ【平成２８年11月13日（日）実施】
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国土交通省資料より大阪市加工

平成２９年５月１日

大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例 第4条（３）(利用者等の責務)
駅等の周辺に居住している場合においては、当該駅等への自転車等の利用を自粛すること

・市域の地形は平坦で、自転車が利用しやすい

⇒ １人が約１台の自転車を保有

その保有率は、政令市の中でトップレベル

・自転車利用の増加（特に都心部）

・河川敷等を活用した約50kmの既存自転車道

大阪が持つ自転車利用のポテンシャル

➡ 非常に高い大阪の自転車利用ポテンシャルを活かして

自転車を活用していく？

自転車活用推進法を踏まえた大阪市の自転車施策の方向性

西淀川区（大野川緑陰道） 既存自転車道ネットワーク
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自転車を活用した大阪の都市魅力の創造

目的 利用者 自転車 起終点 本市の施策

通勤通学 地域住民 保有自転車
自宅～駅
自宅～会社

・駐輪場の確保／放置自転車
の撤去（放置自転車対策）

・自転車レーンの整備
（交通安全対策）

道路管理者目線
業務 従業員

保有自転車
コミュニティサイクル

オフィス等

観光 観光客 コミュニティサイクル
交通拠点・
集客施設等

新しいニーズを踏まえ

利用者目線での
検討が必要！健康・スポーツ

市民
（広域）

保有自転車
コミュニティサイクル

都市公園・
河川敷等

自転車活用推進法に示された観光・健康等の観点からの施策

・多様な楽しみ方ができる周遊・滞在都市

・健康と生きがいを創出するスポーツに親しめる都市大阪市が目指す都市像

第１回 （本日） 「利用者ニーズの把握」

第２回 （H29.11頃）「今後の自転車活用についての意見交換」


